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自由と正義超巻町号5覆審借地借家法」の基本視点

「借地借家法」の基本視点1

一「賃借権の物権化」論との関係で唖

．
新

戸　克　彦
慶応義塾大学助教授

七

は
じ
め
に

　
平
成
三
（
一
九
九
一
）
年
九
月
三
〇
日
、
・
第
一
二
一
回

臨
時
国
会
に
お
い
て
「
借
地
借
家
法
」
（
平
成
三
年
法
律

第
九
〇
号
）
及
び
「
民
事
調
停
法
の
』
部
を
改
正
す
る
法

律
」
（
平
成
三
年
法
律
第
九
一
号
）
が
成
立
し
、
同
年
一

カ
月
四
日
公
布
、
平
成
四
（
一
九
九
二
y
年
八
月
一
日
施

　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

行
の
運
び
と
な
っ
た
。
法
案
成
立
当
日
の
朝
日
新
聞
は
、

こ
れ
を
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

七
「
今
回
の
借
地
借
家
法
改
正
は
、
貸
主
の
権
利
を
強
く

す
る
こ
と
で
借
地
借
家
の
回
転
を
よ
く
し
、
ひ
い
て
は
土

地
・
住
宅
の
大
量
供
給
に
つ
な
げ
る
…
1
と
い
う
図
式
を

描
い
て
い
る
。
…
…
と
は
い
え
、
借
り
手
の
権
利
を
弱
め

過
ぎ
る
と
法
律
の
出
発
点
で
あ
る
貸
借
関
係
の
調
整
や
弱

者
保
護
の
原
則
を
崩
し
か
ね
な
い
。
…
…
〔
そ
こ
で
）
・
①

改
正
は
既
存
契
約
に
は
適
用
し
な
い
②
一
七
隙
目
の
更
新
後

の
契
約
期
間
を
当
初
案
の
十
年
か
ら
二
十
年
に
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
七
こ
の
結
果
さ
政
府
部
内
に
は
『
借
り
手
保
護

の
原
則
は
守
ち
れ
た
』
（
法
務
省
）
反
面
、
『
住
宅
の
供
給

増
に
直
接
結
び
付
く
と
は
思
え
な
、
い
』
（
建
設
省
）
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
オ
　

冷
め
た
空
気
が
広
が
っ
て
い
る
」
。

七
だ
が
、
右
記
事
に
い
う
「
貸
主
の
権
利
強
化
」
と
「
弱

者
保
護
の
原
則
」
「
借
り
手
保
護
の
原
則
」
の
関
係
は
、

従
来
の
借
地
・
借
家
法
学
を
牽
引
し
て
き
た
基
礎
理
論

ー
ー
「
賃
借
権
の
物
権
化
」
論
、
「
社
会
立
法
」
’
論
、
「
近

代
的
土
地
所
有
権
」
七
理
論
黛
「
規
範
的
一
体
性
」
理
論
ハ

「
土
地
建
物
一
体
化
」
理
論
等
一
…
と
の
難
壁
κ
事
い
て
、

種
々
の
疑
問
を
提
起
さ
せ
る
。
で
の
う
ち
後
二
者
に
つ
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
　

て
は
既
に
若
干
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
ゆ
ら
、
以

下
で
億
、
主
と
し
て
前
三
者
と
の
関
係
で
謳
新
法
の
基
本

視
点
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
　
「
物
権
化
』
概
念
の
諸
相

・
我
が
国
に
お
い
て
、
「
賃
借
権
の
物
権
化
」
の
用
語
が
い

っ
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
必
ず
し
も
明
ら

　
　
　
　
ム
な
　

か
で
は
な
く
、
’
ま
た
、
こ
の
用
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
も

論
者
に
よ
っ
て
一
…
様
で
は
な
い
。

　
こ
の
用
語
は
、
第
一
に
、
不
動
産
賃
借
権
（
従
っ
、
て
今

回
改
正
で
問
題
と
な
る
宅
地
・
建
物
の
み
な
ら
ず
農
地
も

そ
の
射
程
に
入
る
）
が
今
日
、
本
来
物
権
に
し
か
認
ぬ
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
効
力
を
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
ど

い
う
事
実
を
、
単
に
説
明
す
る
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る

（
現
象
と
し
て
の
「
賃
借
権
の
物
権
化
」
）
。
も
っ
と
も
、

学
説
が
そ
の
具
体
的
内
容
と
し
て
挙
げ
る
も
の
は
、
㌦
必
ず

し
も
一
致
し
て
い
な
い
。
一
般
に
は
、
①
対
抗
力
の
付
与
、

②
存
続
期
間
の
長
期
化
、
③
妨
害
排
除
請
求
権
の
承
認
、

④
譲
渡
性
（
担
保
設
定
可
能
性
を
含
む
）
め
四
つ
が
挙
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ら
　

ら
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
⑤
賃
借
人
の
投
下
資
本
回

収
の
保
護
と
し
て
の
費
用
償
還
請
求
権
（
借
地
・
借
家
の
、

場
合
に
は
建
物
・
造
作
買
取
請
求
権
之
い
う
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
さ
　

る
）
を
挙
げ
る
見
解
も
存
す
る
。
・

七
第
二
に
、
州
賃
借
権
の
物
権
化
」
め
用
語
は
、
現
行
法

の
解
釈
論
甚
お
い
て
賃
借
権
を
物
権
と
し
て
扱
う
べ
き
、

あ
る
い
は
立
法
論
之
顧
て
賃
借
権
強
化
の
方
向
で
立
法
を
．
〃



黙
認
蕪
郵
灘
卿
雛
難
聴
蛸
釣

・
振
撫
萩
論
な
℃
立
法
論
の
領
域
に
お
い
て
何
ゆ
え
「
物
権

　
　
髭
〕
を
推
進
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
点
に
関
し

趣欝
叢
誌
鷺
鞭
い
な
槍
主

離
薯
の
一
は
“
霧
権
化
雍
進
の
根
拠
を
、
社
会
的
弱

　
　
巻
た
る
賃
借
入
の
居
住
・
生
活
利
益
保
護
に
求
め
る
考
え

縮
港
あ
り
（
社
群
言
化
論
）
、
こ
れ
は
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
へ
こ

　
　
　
ギ
サ
ギ
ゼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ギ

　
　
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ギ

　
　
　
モ
　
モ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
ド

集
　
四
一
〇
年
擁
借
鎚
讐
」
「
借
家
法
」
制
定
の
際
に
唱
え
ら

嚇
購
て
以
塞
二
胡
量
る
ま
で
一
般
に
流
布
さ
れ
た
考
λ

　　

K
ど
な
っ
て
綾
ゐ
函
会
に
お
け
る
議
員
側
の
理
讐
、

　
　
選
点
に
関
遊
は
与
野
党
の
別
な
く
完
全
に
一
致
し
て

　
　
載
り
、
ま
た
，
’
本
稿
冒
頭
で
引
用
し
た
薪
聞
記
事
も
、
お

藩
邸
避
難
編
叢
都
だ
蒸

　
　
近
代
的
土
地
所
有
権
綱
度
の
根
幹
を
な
す
も
の
は
、
土
地

　
　
所
有
権
そ
の
毒
の
で
は
な
く
し
て
、
土
地
に
資
本
と
労
働

　
　
を
投
下
し
て
こ
れ
を
利
用
す
る
者
の
利
用
権
で
あ
る
と
い

　
　
》
認
識
の
下
に
込
資
本
投
下
者
た
る
利
用
権
者
の
財
産
的

　
　
溜
益
の
保
護
ゆ
観
点
か
ら
、
・
所
有
権
に
対
す
る
利
用
権
の

　
　
優
位
を
説
く
見
解
で
あ
る
　
（
市
民
法
的
「
物
権
化
」
論
）
。

鍔
縁
勲
誤
達
無
働
魂
斬
灘
無

点
幾
羅
難
無
難
靴
鯵

戯
半
の
立
法
作
業
に
お
壷
は
、
「
所
有
か
ら
利
用
へ
」
ど

自
　
レ
う
標
語
に
立
塗
し
つ
つ
、
不
動
産
賃
借
権
を
端
的
に
物
七

権
と
む
て
立
法
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伯
由
な
譲
渡
性
。

担
保
設
定
可
能
性
を
承
認
し
、
借
主
の
投
下
資
本
め
回
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
け
　

を
確
実
κ
す
る
」
と
い
う
プ
ラ
ン
が
描
か
れ
た
。

　
し
か
t
な
が
ら
、
七
そ
の
後
、
＼
右
「
物
権
化
」
論
（
と
珍

わ
け
市
民
法
的
「
物
権
化
」
’
論
）
は
、
学
説
に
あ
っ
て
は

次
第
に
衰
退
し
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
今
日
で
は
（
水
本
浩

教
授
に
い
わ
ゆ
る
）
「
多
様
化
」
論
が
一
般
的
な
も
の
と

な
っ
た
（
「
理
念
と
し
て
の
『
賃
借
権
の
物
権
化
』
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

『
賃
借
権
の
多
様
化
』
へ
」
）
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
①

昭
和
三
〇
年
代
改
正
作
業
の
頓
挫
か
ら
昭
和
四
一
年
改
正

に
至
る
ま
で
の
経
緯
が
、
学
説
に
対
し
て
、
立
法
戦
略
の

側
面
か
ら
見
て
「
物
権
化
」
の
旗
印
を
掲
げ
る
こ
と
は
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
　

案
通
過
の
た
め
に
は
得
策
で
は
な
い
と
意
識
さ
せ
た
こ
と
、

②
市
民
法
的
「
物
権
化
」
論
の
基
礎
を
支
え
た
「
近
代
的

土
地
所
有
権
」
論
に
対
し
て
種
々
の
理
論
的
欠
陥
が
指
摘
・

　
　
け
　

さ
れ
、
比
較
法
制
史
的
に
見
て
「
物
権
化
」
の
み
が
近
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

化
の
方
向
で
は
な
い
こ
と
が
認
識
さ
れ
た
こ
と
、
③
「
物

権
化
」
の
具
体
的
内
容
に
つ
き
定
説
が
な
い
こ
と
が
、
本

質
論
の
領
域
に
お
い
て
賃
借
権
が
債
権
か
物
権
か
を
決
定

し
、
そ
こ
か
ら
右
権
利
の
属
性
に
基
づ
く
効
果
を
導
こ
う

と
す
る
「
物
権
化
」
論
の
演
繹
論
的
手
法
の
欠
陥
と
認
識

　
　
　
　
ハ
あ
　

さ
れ
た
こ
と
、
④
昭
和
五
〇
年
代
以
降
の
経
済
安
定
成
長

期
に
お
け
る
当
事
者
関
係
の
複
雑
多
様
化
が
、
「
物
権
化
」

論
に
お
け
る
居
住
利
益
保
護
な
い
し
は
営
業
利
益
保
護
之

い
っ
た
単
一
の
価
値
基
準
に
基
づ
く
画
一
的
処
理
の
欠
陥

を
増
幅
さ
せ
、
個
々
の
類
型
に
応
じ
た
具
体
的
処
理
の
必

　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

要
姓
を
促
し
た
こ
と
、
⑤
「
物
権
化
」
に
よ
っ
て
生
じ
た

賃
借
権
の
「
亜
所
有
権
化
」
な
い
し
は
「
価
値
権
善
化
」

が
、
轟
額
な
借
地
権
極
格
と
貸
地
切
綴
織
を
為
た
ら
も
た

結
果
、
「
物
権
化
」
・
と
い
う
方
向
そ
の
も
Φ
の
も
つ
妥
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

性
が
疑
問
視
さ
れ
た
こ
之
、
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
つ
・
、
∵

“
そ
し
て
、
学
説
は
、
覧
こ
う
し
た
「
物
権
化
」
論
の
退
潮

傾
向
の
中
で
な
さ
れ
た
今
回
改
正
が
、
「
物
権
化
」
論
か

ら
「
多
様
化
」
論
へ
の
路
線
変
更
を
も
た
ら
す
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
い

い
か
、
と
の
仮
説
を
立
て
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
七

三
　
　
「
物
権
化
』
七
か
ら
『
多
様
化
』
べ
7

　
今
回
改
正
作
業
の
う
ち
、
昭
和
六
〇
（
一
九
入
五
）
年

「
借
地
・
借
家
法
改
正
の
問
題
点
」
及
び
昭
和
六
一
二

九
八
六
）
年
「
借
地
法
・
借
家
法
改
正
要
綱
試
案
」
の

「
説
明
」
に
お
い
て
、
「
物
権
化
」
の
用
語
は
ほ
と
ん
ど

用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
見
出
さ
れ
る
の
は
、
「
〔
三

〇
年
代
改
正
作
業
に
お
け
る
〕
借
地
権
を
物
権
化
す
る
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

想
な
ど
が
必
ず
し
も
評
価
さ
れ
ず
澤
…
」
と
い
う
否
定
的

文
脈
の
中
だ
け
で
あ
る
。
’
一
方
．
「
物
権
化
し
め
表
現
に

代
わ
っ
て
登
場
す
る
の
が
、
h
要
綱
試
案
」
以
降
用
い
ら

れ
る
「
社
会
的
背
景
の
変
化
、
特
に
借
地
漫
借
家
関
係
の

多
様
化
に
見
合
っ
た
借
地
・
借
家
の
当
事
老
関
係
の
調
整
」

　
　
　
へ
ぬ
　

の
見
直
し
」
と
い
う
基
本
視
点
で
あ
り
、
こ
こ
に
い
う

「
多
様
化
」
－
が
今
回
改
正
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
と
一
般

に
い
わ
れ
る
。

　
一
方
、
右
「
多
様
化
」
に
対
す
る
具
体
的
対
応
策
と
し

て
、
新
法
は
、
契
約
段
階
で
の
対
応
と
し
て
、
従
来
か
ら

の
借
地
・
借
家
関
係
に
加
え
て
、
定
期
借
地
権
・
期
限
付

借
家
制
度
と
い
う
新
し
い
契
約
類
型
を
用
意
し
、
ま
た
、
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更
新
段
階
で
の
対
応
と
し
て
、
普
通
借
地
権
に
つ
い
て

も
、
二
回
目
以
降
の
更
新
期
間
を
一
〇
年
と
す
る
こ
と
で
、

正
当
事
由
チ
ェ
ッ
ク
の
機
会
を
増
や
し
た
。
こ
の
う
ち
後

者
は
、
正
当
事
由
の
具
体
的
内
容
の
明
確
化
と
相
侯
っ
て
、

居
住
利
益
・
営
業
利
益
と
い
っ
た
画
一
的
な
価
値
基
準
に

基
づ
く
従
来
の
硬
直
化
し
た
判
断
を
改
善
す
る
意
図
を
有

　
ハ
お
　

す
る
。
他
方
、
前
者
と
り
わ
け
定
期
借
地
権
が
、
貸
地
不

足
の
解
消
と
借
地
権
価
格
の
高
額
化
の
抑
制
の
た
め
に
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

入
さ
れ
た
今
回
改
正
の
「
目
玉
』
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
あ
る
ま
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
今
回
の
改
正
が
物
権
化
に
完
全
に
逆
ら
う

方
向
に
動
い
た
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
い

切
れ
な
い
。
各
潮
度
に
よ
っ
て
そ
の
方
向
性
は
ま
ち
ま
ち

で
あ
り
、
建
物
滅
失
の
場
合
の
対
抗
力
の
維
持
、
普
通
借

地
権
の
最
初
の
存
続
期
間
を
三
〇
年
と
し
た
点
、
自
己
借

地
権
三
度
等
は
「
物
権
化
」
の
方
向
性
を
有
す
る
の
に
対

し
て
、
定
期
借
地
権
制
度
、
造
作
買
取
請
求
権
の
任
意
規

定
化
は
逆
の
方
向
性
を
も
つ
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
参

議
院
法
務
委
員
会
公
聴
会
に
お
い
て
、
　
星
野
英
一
公
述
人

（
法
欄
審
議
会
民
法
部
会
財
産
法
小
委
員
会
委
員
長
）
が
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
借
地
権
の
物
権
化
と

い
う
言
葉
自
身
や
や
あ
い
ま
い
な
言
葉
」
で
あ
り
、
具
体

的
内
容
な
い
し
効
果
に
つ
い
て
も
確
定
し
た
も
の
が
な
い

こ
と
か
ら
、
「
余
り
物
権
で
あ
る
か
ら
こ
う
だ
、
債
権
で

あ
る
か
ら
こ
う
な
る
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
に
い
た
し
ま
せ

ん
で
識
個
々
の
問
題
に
つ
い
て
妥
当
な
解
決
を
し
た
方
が

い
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
私
た
ち
の
基
本
的
な
考
え
方
か

　
　
　
　
ハ
む
　

と
思
い
ま
す
」
。
こ
れ
は
、
新
法
に
お
い
て
は
、
従
来
の

「
物
権
化
」
論
に
お
い
て
採
ら
れ
て
い
た
賃
借
権
の
本
質

論
に
基
づ
き
効
果
を
決
定
す
る
演
繹
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採

用
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
新
法
は
、
上
述
し
た
「
物
権
化
」

論
に
対
す
る
批
判
を
全
て
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
の
基
本
的

方
向
性
を
放
棄
し
「
多
様
化
」
論
に
路
線
を
変
更
し
た
と

い
う
先
の
仮
説
は
、
一
応
の
合
理
性
を
も
っ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

四
　
論
理
構
成
の
側
面
に
お
け
る

　
へ
の
傾
斜

「
物
権
化
」
論

　
だ
が
、
国
会
に
お
い
て
は
、
右
仮
説
と
相
容
れ
な
い
議

論
も
散
見
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
第
一
に
、
国
会
で
の

政
府
委
員
の
答
弁
の
中
に
は
、
「
多
様
化
」
論
が
忌
避
し

た
は
ず
の
賃
借
権
の
本
質
論
に
依
拠
し
た
発
言
が
存
す
る

か
ら
で
あ
る
。

　
今
回
の
改
正
に
お
い
て
土
地
賃
借
権
に
登
記
請
求
権
を

認
め
な
か
っ
た
理
由
に
つ
き
、
法
案
説
明
に
あ
た
っ
た
清

水
湛
政
府
委
員
く
法
務
省
民
事
局
長
）
は
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。
「
賃
借
権
に
つ
い
て
登
記
請
求
権
を
認
め
る
か
ど

う
か
、
こ
う
い
う
問
題
で
ご
ざ
い
ま
ず
け
れ
ど
も
、
こ
れ

は
や
は
り
民
法
の
基
本
に
触
れ
る
問
題
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、

賃
借
権
と
い
う
債
権
的
な
権
利
と
い
う
形
で
借
地
・
借
家

法
の
中
に
存
在
さ
せ
て
お
く
以
上
、
こ
れ
は
や
は
り
当
然

の
、
つ
ま
り
物
権
的
請
求
権
と
し
て
の
登
記
講
求
権
と
い

う
も
の
を
認
め
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
し
、
理
論
的
に

も
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
今
回
の
改
正
の
中
身
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
」
。
し
か
し
な
が
ら
、

も
し
仮
に
「
物
権
化
」
論
に
お
け
る
演
繹
的
手
法
を
批
判

す
る
「
多
様
化
」
論
に
立
つ
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
具
体
的

な
利
益
分
析
に
基
づ
く
実
質
論
を
展
開
す
べ
き
で
あ
っ
て
．

「
賃
借
権
は
債
権
で
あ
る
か
ら
」
と
い
っ
た
権
利
の
本
質

論
を
展
開
す
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
。
同
様
の
疑
問
は
．

借
地
権
の
担
保
化
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
説
明
に
つ
い
て

も
当
て
は
ま
る
。
「
借
地
権
の
担
保
化
の
問
題
に
つ
き
ま

し
て
も
、
こ
れ
は
い
ろ
ん
な
議
論
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い

ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
つ
に
は
物
権
そ
の
も
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
、
や
は
り
債
権
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
借

地
権
た
る
賃
借
権
に
つ
い
て
は
当
然
に
土
地
に
そ
の
登
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

を
す
る
と
い
う
権
利
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
…
…
」
。

　
の
み
な
ら
ず
、
国
会
に
お
い
て
は
、
端
的
に
「
物
権

化
」
の
方
向
性
が
今
回
改
正
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
説
明
が
存
す
る
。

　
ま
ず
、
衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
い
て
．
お
そ
ら
く
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ガ
　

稲
本
洋
之
助
教
授
の
「
土
地
建
物
一
体
化
」
理
論
を
意
識

し
た
と
思
わ
れ
る
質
問
に
対
し
て
．
政
府
委
員
は
こ
れ
を

排
斥
し
て
い
る
。
質
問
の
趣
旨
は
、
立
法
の
基
本
的
方
向

性
と
し
て
は
「
二
つ
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
、

…
…
物
権
化
を
し
て
い
く
と
い
う
形
で
．
本
質
は
賃
借
権

と
い
う
債
権
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
よ
り
安
定
的
な
権
利
と

し
て
い
こ
う
。
昭
和
三
十
年
代
な
ど
の
改
正
で
志
尚
さ
れ

た
の
は
こ
の
よ
う
な
方
向
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、

…
…
も
う
一
つ
は
、
や
は
り
不
安
定
な
も
の
は
解
消
し
て

い
く
ん
だ
、
こ
れ
は
ま
あ
土
地
の
所
有
権
と
建
物
の
所
有

権
を
一
つ
め
も
の
に
収
れ
ん
さ
せ
て
ゆ
く
、
こ
う
い
う
二
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つ
の
方
向
性
が
あ
り
得
る
ん
で
す
ね
」
そ
の
何
れ
を
と
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
が
　

っ
て
い
る
の
か
き
．
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
す

る
政
府
委
員
の
回
答
は
、
七
現
行
法
制
度
の
・
「
基
本
的
仕
組

み
を
替
え
る
と
い
う
こ
と
は
大
変
難
し
い
」
こ
と
か
ら
後

者
の
方
向
を
と
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
、
「
借
地
権

と
い
う
も
の
に
地
上
権
と
賃
借
権
を
含
め
て
、
か
な
り
地

’
上
権
化
、
物
権
化
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
現
在
の
法
制

は
な
っ
て
い
る
」
「
た
だ
、
…
…
当
事
者
間
の
利
害
関
係

の
公
平
な
調
整
と
い
う
面
は
、
こ
れ
は
今
後
の
時
代
時
代

の
変
化
に
応
じ
て
残
さ
れ
て
い
る
問
題
」
で
あ
る
か
ら
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ふ
　

回
改
正
を
行
な
う
、
・
と
い
う
も
の
で
あ
る
9

　
吏
に
、
別
の
個
所
で
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
も
見
出
さ

れ
る
。
．
「
賃
借
権
の
物
権
化
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
ま
で
言

わ
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
要
す
る
に
物
権
化
と

言
わ
れ
て
い
る
そ
の
基
本
的
な
背
景
と
申
し
ま
す
の
は
、

借
地
人
、
借
家
人
の
権
利
を
保
護
す
る
、
そ
し
て
そ
の
長

期
の
安
定
を
図
る
、
’
こ
う
い
う
こ
と
の
方
策
と
し
て
賃
借

権
の
法
的
な
性
格
を
よ
ひ
物
権
に
近
づ
け
る
、
．
こ
う
い
う

政
策
が
と
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
こ
と

は
現
行
法
も
こ
の
改
正
法
案
も
全
く
同
じ
で
ご
ざ
い
ま
し

て
嘱
七
こ
の
点
に
つ
い
て
違
い
は
な
い
と
い
う
ふ
う
に
私
ど

　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

も
は
考
え
て
お
る
」
。

　
　
憎
方
、
参
議
院
法
務
委
員
会
に
お
い
て
も
、
清
水
政
府

委
員
ぱ
、
賃
借
人
め
権
利
強
化
な
い
し
は
物
権
化
の
基
本

的
方
向
性
が
と
ら
れ
て
い
る
の
か
否
か
に
つ
き
、
次
の
よ

う
に
説
明
す
る
。
今
回
改
正
に
お
い
て
は
「
対
抗
力
の
存

続
に
つ
い
て
若
干
の
補
…
強
を
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
、
そ

う
い
う
意
味
で
の
強
化
は
図
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま

ず
け
れ
ど
も
、
全
体
的
な
物
権
化
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
は
現
段
階
に
お
い
て
は
適
当
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
・

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

に
最
終
的
に
は
至
っ
た
」
。

　
こ
れ
ら
の
説
明
に
従
う
な
ら
ば
、
今
回
改
正
に
お
い
て

も
、
、
立
法
の
基
本
方
針
な
い
し
理
念
と
し
て
「
物
権
化
」

の
政
策
は
維
持
さ
れ
て
い
る
ど
理
解
す
べ
ぎ
こ
と
に
な
ろ

・
縛
し
か
し
、
仮
に
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
｝
今
度
は
、

右
「
物
権
化
」
．
の
基
本
的
方
向
性
と
、
と
り
わ
け
新
た
に

導
入
さ
れ
た
定
期
借
地
権
制
度
と
の
整
合
性
が
問
題
と
な
、

っ
で
ぐ
る
。
け
だ
し
、
こ
の
制
度
は
、
「
物
権
化
」
論
の

主
張
す
る
利
用
権
の
保
護
強
化
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
に
制

度
趣
旨
の
起
点
を
置
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

五
、
保
護
法
益
の
側
面
に
お
け
る
社
会
法
的

権
化
」
諭
へ
の
傾
斜

『
物

　
「
物
権
化
」
論
へ
の
傾
斜
は
、
新
法
の
想
定
す
る
保
護

法
益
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
つ
き
、
こ
れ
を
社
会

的
弱
者
の
居
住
利
益
保
護
と
解
す
る
議
員
側
の
見
解
に
、

政
府
委
員
の
説
明
が
引
ぎ
ず
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
生
じ
た
。

　
過
去
の
借
地
借
家
立
法
の
制
度
趣
旨
を
社
会
政
策
立
法

と
解
す
る
議
員
側
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
改
正
の
趣
旨
で
あ

る
．
「
社
会
情
勢
の
大
き
鶴
変
化
」
㌦
な
い
し
・
・
「
多
様
化
」
は
、

専
ら
七
・
「
賃
貸
人
偲
ど
賃
借
人
側
の
経
済
的
、
社
会
的
な
力

関
係
の
変
化
」
・
の
意
味
に
捉
え
ら
礼
煙
◎
ど
こ
ろ
が
・
や
清

水
政
府
委
員
は
、
過
去
の
借
地
癒
借
家
関
係
法
の
立
法
趣

旨
に
つ
き
、
社
会
政
策
的
側
面
に
加
え
て
、
産
業
資
本
の

保
護
な
難
し
・
「
一
つ
の
権
利
と
し
て
の
保
護
、
財
産
権
の

保
護
」
の
側
面
も
あ
っ
た
と
説
咀
し
、
「
力
関
係
が
ど
ち

ら
が
上
に
な
つ
だ
、
．
下
に
な
う
だ
と
惑
っ
た
よ
翁
な
社
会

的
強
者
、
社
会
的
弱
者
と
い
う
ご
と
で
は
な
ぐ
、
－
公
平
な

見
地
か
ら
見
て
適
釘
妥
当
で
あ
る
か
ど
い
う
観
点
か
ら
の

法
律
の
見
直
し
を
し
て
い
る
」
と
魚
影
遍
．
右
説
明
ば
・

、
過
去
の
借
地
・
借
家
立
法
の
歴
史
認
識
に
関
し
て
は
少
な

く
と
も
言
説
的
見
地
に
立
っ
て
お
り
、
ま
た
、
新
法
の
保

護
利
益
を
居
住
利
益
あ
る
い
は
営
業
利
益
と
い
っ
た
単
一

的
・
画
一
的
な
も
の
と
捉
え
な
い
点
に
お
い
て
、
「
多
様

化
」
論
の
主
張
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
・
居
住
用
家
屋

　
・
営
業
用
家
屋
が
混
在
す
る
従
来
の
触
多
様
化
ト
し
た
借

地
・
借
家
関
係
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
（
た
だ
正
当
事
由
チ
吃

エ
ッ
ク
の
機
会
は
増
や
す
〉
踏
こ
れ
に
定
期
借
地
権
・
期

限
付
借
家
と
い
う
新
し
い
メ
ニ
ュ
ー
を
つ
け
加
え
る
一
し

と
い
ケ
の
が
今
回
改
正
の
プ
ラ
ン
だ
っ
た
か
ら
で
海
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
，
右
説
明
は
、
山
般
に
虚
伝
さ
れ
て
い
た

土
地
有
効
利
用
・
都
市
再
開
発
の
た
め
の
改
正
と
い
ヶ
認

識
と
相
倹
っ
て
、
過
去
の
借
地
∴
・
借
家
立
法
が
そ
も
そ
も

社
会
立
法
で
は
な
団
、
そ
こ
に
は
弱
者
保
護
の
観
点
は
存

在
し
な
か
っ
た
と
い
う
論
理
を
作
り
上
げ
る
こ
ど
に
よ
っ

て
，
「
社
会
法
書
起
権
利
」
か
ら
「
市
民
法
的
な
権
科
の

方
に
逆
戻
の
の
左
塵
を
図
っ
で
い
る
の
で
は
な
い
か
・

と
の
議
員
側
の
警
戒
感
を
強
め
る
結
果
と
な
っ
た
ρ

　
清
水
政
府
委
員
は
「
賃
借
権
を
従
来
ど
お
駐
物
権
離
に

保
護
す
る
、
物
権
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
物
権
的

に
保
護
す
る
と
い
う
こ
と
、
、
そ
の
長
期
安
定
を
図
る
と
い

う
ご
ど
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
何
ら
手
を
つ
け
て
い
な
い
わ

　
　
　
　
　
　
お
　

け
で
あ
り
ま
す
」
．
と
述
べ
て
、
社
会
法
的
「
物
権
化
」
、
論
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著
の
不
安
を
取
り
除
こ
う
と
努
め
た
が
､
結
局
､
議
員
側

の
主
張
に
押
し
切
ら
れ
る
形
で
､
過
去
め
借
地

･
借
家
関

係
法
芯
っ
w
j
｢
そ
の
立
法
の
趣
旨
が
p
委
員
お
っ
し
ゃ
る

よ
う
に
社
会
的
弱
者
を
保
護
す
る
と
禦
っ
こ
と
で
あ
る
よ

ぅ
な
表
現
も
で
き
藩
と
い
う
な
ら
ば
､
そ
れ
は
全
-
変
わ

(37
)

っ
て
い
な
い
｣
と
答
弁
す
る
に
至
る
O
そ
の
後
､
法
案
提

出
者
側
の
説
明
は
､
こ
の
方
向
に
収
赦
し
て
い
っ
た
の
で

(3
)

あ
り
P
党
の

｢物
権
碓
｣
政
策
の
維
持
と
い
う
説
明
も
､

右
の
選
脈
に
お
い
て
読
み
取
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

国
会
段
階
で
､
新
法
の
保
護
法
益
と
し
て
生
存
権
的
居

住
権
な
い
し
生
活
利
益
の
観
点
が
中
心
に
捉
え
ら
れ
た
こ

と
は
f
居
住
権
的
利
益
保
護
の
後
退
が
立
法
段
階
の
当
初

(39
)

よ
り
指
摘
さ
れ
て
き
た
だ
け
に
､
そ
の
限
り
に
お
い
て
喜

ば
し
い
こ
と
で
は
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
p
法
理
論
の
側

面
か
ら
み
れ
ば
f
新
法
の
性
格
を
居
住

･
生
活
利
益
保
護

の
た
め
の
社
会
政
策
立
法
と
捉
え
る

(立
法
担
当
者
に
い

わ
ゆ
る
)
｢画

一
的
｣
｢硬
直
的
｣
な
理
解
と
r
居
住
権
保

護
あ
る
い
は
財
産
権
保
護
と
い
っ
た

二
元
的
な
処
理
を
否

定
す

る

｢多
様
化
｣
論
と
は
､
板
本
的
に
相
容
れ
な
い
｡

ま
ず
､
普
通
借
地
権
に
関
し
て
は
､
従
来
と
全
-
変
更
が

な
い

(-
居
住
周
借
地
と
営
業
用
借
地
の
両
方
を
含
む
)

と
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
､
そ
こ
で
の
保
護
法
益
が
社
会
的

弱
者
の
居
住

｡
生
活
利
益
に
限
定
さ
れ
た
こ
と
は
､
｢
多

様
化
L
i
j
い
う
現
状
認
識
そ
れ
自
体
の
否
定
で
あ
る
ば
か

り
か
､
存
続
期
間
に
関
す
る
改
正
の
趣
旨
を
暖
味
に
し
､

明
確
化
さ
れ
た
は
ず
の
正
当
事
由
の
判
断
要
素
の
内
容
を

再
び
不
明
際
に
す
る
O
ま
た
､
お
よ
そ
借
地

｡
借
家
立
法

が
弱
者
保
護
の
た
め
の
社
会
政
策
立
法
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
､
そ
こ
･に
定
期
借
地
権
制
度
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の

(40
)

は
､
い
か
に
も
体
系
的
に
そ
ぐ
わ
な
い
｡
何
れ
に
せ
よ
､

も
し
仮
に
新
法
が

｢多
様
化
｣
論
に
立

っ
て
い
た
と
す
れ

ば
､
か
つ
て
昭
和
三

〇
年
代
の
立
法
論
議
に
お
い
て
市
民

法
的

｢物
魔
化
｣
諭
が
落
ち
た
と
同
じ
立
法
の
場
で
の
陥

葬
に
､
｢多
様
化
｣
論
も
ま
た
陥

っ
た
と
い
う
べ
き
な
の

で
あ
ろ
う
｡

<
注

∨

(-
)

法
文
に
関
し
て
は
､
N
B
L
四
八
三
号

二

九
九
7
年
)

八
頁
､
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
九
二
号

二

九
九
一
年
)
三
四
頁
'

登
記
研
究
五
二
七
号

二

九
九
一
年
)
七
六
頁
に
新
旧
対

照
表
が
あ
る
｡

(2
)

｢借
地
借
家
法
改
正
､
土
地
問
題
へ
の
効
果
に
は
疑
問
｣

朝
日
新
聞
平
成
三

(
一
九
九

二

年
九
月
三
〇
日
朝
刊

(三
面
)｡
他
紙
の
論
調
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
｡
｢定
期
借

地
権
制
度
を
導
入
､
借
地
借
家
法
が
成
立
｣
読
売
新
聞
九

月
三
〇
日
夕
刊

二

面
)､
｢土
地
供
給
促
進
へ
､
借
地
借

家
法
成
立
｣
毎
日
新
聞
九
月
三
〇
日
夕
刊

二

面
)
へ
｢立

ち
退
き
の
不
安
､
借
家
人
パ
ニ
ッ
ク
｣
向

(社
会
面
)､

｢借
地
借
家
法
が
成
立
､
来
夏
に
も
施
行
､
貸
主
の
権
利

強
め
る
｣
日
本
経
済
新
聞
九
月
三
〇
日
夕
刊

(
一
面
)､

｢『貸
し
渋
り
』
解
消
1
歩
前
進
｣
日
本
経
済
新
聞
1
0
月

一
日
朝
刊

(三
面
)0

(3
)

大
西
泰
博

｢新
借
地
借
家
法
を
読
む

(借
地
関
係
/
定

期
借
地
権
)｣
法
学
セ
ミ
ナ
-
四
四
七
号

(
1
九
九
二
年
)

三
三
頁
｡

(4
)

水
本
･
後
掲
注
(娼
)①

二
一二
頁
p
②

二
一五
頁
は
､
ド

イ
ツ
に
着
い
て
｢賃
借
権
の
物
権
化
(
V
erd
in
g
lich
u
n
g
)｣

の
周
語
を
最
初
に
用
い
た
の
は
､
P
b
N
N
節

(
G
eor鷲

A
.),IJic
へ.iTIJ(tLi警
･:i(･:if_i,i.∴
･:蕊
.I:
;･i,:
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S
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iv
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小i
jt･･;Till.i.･Jr..:)I.
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L
JL.Jか
,.i.:I',..･･∴

い
て
は
､
石
目
文
次
郎

｢俵
橡
契
約
約
二
衆
塑
｣
『
東

北
帝
国
大
学
法
文
学
都

心
○
周
年
記
念
法
学
論
選
集
』
芸
石

渡
書
店
､
一
塾
二
四
年
二

二
四
五
東
を
噂
糞
と
斬
る
と
さ

れ
る
が
､
こ
の
周
語
は
､
ド
塞
辱
に
お
い
で
は
既
に
f

G
ii･.1:打
Z･';i<:(こ
誉
)
･J(･tJこ
.E3･[∴
‥f:T:i(.:(.:･･･I,_::"I.二･11J.fLitJ,:･･::H
J.Iニ
iI,;,_iL:i･.,.

jiiL･･,r山Tllg
S
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eriici,iC:1･･.･托
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㍗
)3',.1∴
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-･･rJ:i.1
二
J･L,CJJ:'･･･..,m
t.'j
J;I.

る
.
他
方
､
我
が
国
に
あ
っ
て
ほ
､
大
正

一
〇

二

九
二

一
)
年

｢借
地
法
｣
｢借
家
法
｣
制
定
時
期
に
発
表
さ
艶
た

末
弘
巌
太
郎

｢住
奄
問
題
と
新
借
家
法
案
出
完
｣
法
学
協

会
雑
誌
三
九
巻
三
号

八
一
九
二
山
年
)
セ
関
東
p
三
瀦
信

三

｢借
家
法
借
地
法
ノ
現
在
及
ビ
末
来
日
｣
法
学
協
会
雑

誌
三
九
巻

H

号

二

九
二
7
年
)
三
関
頁
に
お
い
て
､

既
に

｢物
権
化
｣
の
表
現
が
見
出
さ
粧
r
借
触
法

8
借
家

法
成
立
後
の
早
い
時
期
に
p
こ
の
用
語
は

一
般
に
定
着
し

て
い
る
｡
ヽ

(5
)

例
え
ば
､
兼
用
博
創
始
｡
杉
村
敏
正
-
天
野
和
菜
編
集

代
表

『新
法
学
辞
輿
』
官
本
評
論
社
p
-
3
尭
九
叫
寧
)
篭

六
三
-
七
六
四
東
｡

(6
)

例
え
ば
､
竹
内
昭
夫
-
松
尾
浩
也
-
塩
野
宏
編
集
代
表

『新
法
律
学
辞
典

(第
三
版
)』
着
斐
閣
三

九
北
淡
弊
)

1
0
0
0
頁
は
､
③
妨
害
排
除
請
求
権
の
承
認
を
挙
げ
ず

(お
そ
ら
-
は
こ
れ
が
立
法
で
は
な
く
判
例
に
よ
っ
て
処

理
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
-
も
の
で
あ
ろ
う
)P
代
わ
り

に
⑤
建
物
買
取
請
求
権

･
造
搾
買
取
請
求
を
考
の
内
容
と

し
て
挙
げ
て
.JJ.る
.3

(7
)

学
説
の
詳
結
..E_.!つ
‥L
L
は
､
鈴
木
諒
闇

rfl･L::..,.t;:1!･3.･甘
雫
･-･････



〈特集　改正借地借家法の問題と展望〉鐙自由と鑑義総巻雨露

　
　
借
家
法
研
究
序
説
」
』
．
・
（
有
斐
閣
、
一
、
九
五
九
年
）
　
一
一

　
　
頁
以
下
参
照
◎

（
3
Y
・
例
え
ば
豪
議
院
法
務
委
員
会
に
響
い
て
、
こ
の
点
に
直

　
七
接
触
れ
る
発
言
を
拾
う
な
ら
ば
、
第
一
二
〇
回
国
会
衆
議

　
　
院
法
務
委
員
会
会
議
録
第
一
一
号
（
平
成
三
（
一
九
九
一
）

　
　
年
四
月
二
六
日
）
四
頁
（
星
野
行
男
〕
、
、
一
一
頁
〔
小
澤
克

．
介
〕
、
黒
身
闘
崎
宏
美
〕
、
二
〇
頁
〔
小
森
龍
邦
〕
、
第

　
　
一
ご
一
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録
第
二
号
（
平

　
　
成
三
年
八
月
三
〇
日
）
四
頁
・
六
頁
〔
纏
綿
潤
〕
v
公
聴
会

　
　
会
議
録
第
一
号
（
平
成
三
年
九
月
四
日
）
二
八
頁
〔
木
島

　
．
日
出
夫
）
、
・
法
務
委
員
会
会
議
録
第
三
号
（
平
成
三
年
九
月

　
　
六
日
）
七
頁
〔
赤
城
徳
彦
〕
、
第
四
号
（
平
成
四
年
九
月
一

　
　
〇
欝
）
　
六
頁
’
（
一
渡
辺
吉
薫
蔵
〕
、
　
二
四
頁
　
〔
木
画
島
口
舞
出
夫
〕

　
　
（
反
対
討
論
）
。
こ

（
9
）
　
こ
め
理
論
は
、
」
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
杓
い
わ

　
　
ゆ
る
三
分
割
興
（
銭
冨
触
馨
①
饒
く
凶
ω
凶
窪
）
に
よ
る
資
本
主

　
　
義
的
農
地
所
有
を
念
頭
に
、
近
代
的
土
地
所
有
権
ば
」
物

　
　
権
化
し
た
賃
借
権
に
従
属
し
、
地
代
収
取
権
へ
と
行
き
着

　
七
い
だ
と
こ
ろ
に
完
成
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
水
本

　
　
浩
『
借
地
借
家
法
の
基
礎
理
論
』
（
一
粒
社
、
一
九
六
六
年
）
ゆ

　
　
渡
辺
洋
三
「
近
代
的
土
地
所
有
権
の
法
的
構
造
」
『
土
地
・

　
　
建
物
の
法
律
制
度
鯉
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
）

　
・
一
頁
、
甲
斐
道
太
郎
『
土
地
所
有
権
の
近
代
化
』
（
有
斐
閣
、

　
　
ふ
九
六
七
年
間
。

（
鐙
）
　
我
妻
栄
「
賃
貸
借
法
概
説
」
法
律
時
報
二
九
巻
三
号

　
　
（
一
九
五
七
年
）
四
頁
。

（
1
1
）
　
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
・
「
（
特
集
Y
借
地
・
借
家
法
の

：
・
・
問
題
点
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
七
号
（
一
九
五
六
年
）
、
「
（
シ

　
　
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
借
地
借
家
法
の
改
正
問
題
」
私
法
一
七
号

　
　
（
一
九
五
七
年
）
、
「
（
特
集
）
借
地
借
家
法
の
改
正
」
法
律

　
　
時
報
二
九
巻
三
号
（
一
九
五
七
年
）
、
「
（
特
集
）
門
地
借
家
．

　
　
法
関
係
資
料
」
法
律
時
報
資
料
版
四
号
．
’
（
一
九
六
一
年
）
曜

　
　
参
照
。

（
1
2
）
　
水
本
浩
①
「
借
地
・
借
家
法
の
現
状
と
課
題
」
水
本
浩

　
　
噸
田
尾
桃
二
編
集
『
現
代
借
地
借
塚
法
講
座
3
（
借
地
借

　
　
家
法
の
現
代
的
諸
問
題
）
』
（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
六
年
）

　
　
一
六
頁
、
、
②
「
『
賃
借
権
の
物
権
化
』
か
ら
『
賃
借
権
の
多

　
　
様
化
』
へ
」
「
『
転
換
期
の
借
地
ザ
借
家
法
』
（
日
本
評
論
社
、

　
　
一
九
八
八
年
）
　
一
七
頁
以
下
。

（
1
3
）
　
鈴
木
禄
彌
「
改
正
借
地
借
家
法
の
特
色
と
残
さ
れ
た
問

　
　
題
点
」
『
借
地
・
借
家
法
の
研
究
1
』
（
創
文
社
、
　
一
九
八

　
　
四
年
）
二
〇
一
－
土
〇
二
頁
。

（
1
4
）
・
こ
の
論
争
を
整
理
す
る
も
の
と
し
て
、
東
海
林
邦
彦

　
　
「
い
わ
ゆ
る
『
土
地
所
有
権
近
代
化
論
争
』
の
批
判
的
検

　
　
討
」
北
大
法
学
論
集
三
六
巻
三
号
（
一
九
八
五
年
）
三
五

　
　
三
頁
以
下
、
池
由
恒
男
「
戦
後
近
代
的
土
地
所
有
権
論
の

　
　
到
達
点
と
問
題
点
l
I
そ
の
原
点
に
立
ち
帰
っ
て
一
！
9
・

　
　
⇔
完
」
大
阪
市
大
法
学
雑
誌
三
五
巻
三
一
－
四
号
（
一
九
八

　
　
九
年
）
　
一
頁
、
三
六
巻
二
号
一
頁
。

（
1
5
）
　
稲
本
洋
之
助
、
「
『
賃
借
権
の
物
権
化
』
に
つ
い
て
」
『
借

　
　
地
制
度
の
再
検
討
』
（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
六
年
）
一
＝

　
　
六
頁
は
、
「
日
本
に
限
定
せ
ず
一
般
的
に
い
え
ば
、
土
地
賃

　
　
貸
借
法
の
展
開
は
、
債
権
的
利
用
権
の
安
定
化
に
必
要
な

　
　
限
り
で
の
債
権
者
の
権
原
の
強
化
と
捉
え
ら
れ
て
よ
い
」

　
　
と
す
る
。

（
1
6
）
　
水
本
・
前
掲
注
（
1
2
）
①
・
一
八
頁
以
下
、
弓
同
②
・
二
一

　
　
頁
以
下
、
幾
代
通
一
広
中
俊
雄
編
『
新
版
・
注
釈
民
法
、
（
1
5
）

　
　
債
権
⑥
』
（
一
九
入
九
年
目
一
四
三
頁
〔
鈴
木
禄
彌
一
生
熊

　
　
長
幸
〕
。

（
1
7
）
水
本
・
前
掲
注
（
1
2
）
①
二
．
五
頁
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
「
民
法
学
者
は
、
借
地
借
家
法
に
つ
い
て
は
、
高
度
経
済
，

　
成
長
期
に
体
系
づ
け
ら
れ
、
’
完
成
さ
れ
た
理
論
」
一
賃
借
権

　
’
の
物
権
北
．
生
存
権
化
を
中
核
と
す
る
ー
ー
の
域
を
出
な
い

　
　
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
の
借
家
関
係
は
、

　
　
今
や
い
ち
じ
る
し
く
分
化
し
、
借
地
借
家
欄
題
に
対
し
一

　
　
元
的
処
理
を
も
っ
て
処
理
す
惹
に
は
、
あ
ま
り
に
不
適
合

　
　
と
な
っ
て
い
る
。
現
代
借
家
法
学
も
㍉
現
実
の
借
家
闘
係

　
．
の
変
貌
を
把
握
し
つ
つ
、
既
存
の
一
元
的
処
理
か
ら
脱
却

　
　
し
、
類
型
的
処
理
を
志
向
し
℃
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

（
1
8
）
　
稲
本
・
前
掲
注
（
1
5
）
・
二
一
．
　
○
頁
以
下
、
鈴
木
禄
彌

　
　
「
不
動
産
の
亜
所
有
権
化
に
つ
．
い
て
」
・
雲
海
注
（
1
3
）
，
・
二

　
　
六
九
頁
、
原
珊
純
孝
4
賃
借
権
分
勿
権
化
』
の
現
代
的
、
意

　
　
義
に
フ
い
て
」
不
動
産
研
究
二
〇
巻
四
号
、
（
一
九
七
八
年
▽

　
　
四
四
頁
以
下
。

（
1
9
）
　
「
（
座
談
会
）
借
地
・
借
家
法
改
正
問
題
の
論
点
一
」
借

　
　
地
法
・
借
家
法
改
正
要
緬
試
案
の
問
題
点
」
法
律
審
三
六

　
　
一
巻
七
号
（
一
．
九
八
九
年
）
七
頁
〔
水
本
浩
〕
、
鎌
野
邦
樹

　
　
「
賃
借
入
は
い
つ
ま
で
安
心
t
て
住
み
続
け
ら
れ
る
か
」

　
　
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
四
〇
号
（
一
九
九
一
年
）
三
三
頁
。

（
2
0
）
　
法
務
省
民
事
講
参
事
宜
室
編
『
借
地
・
七
借
家
法
改
正
要

　
　
綱
試
案
…
一
試
案
の
説
明
、
各
界
意
見
の
分
析
を
中
心
に

　
　
ー
ー
』
別
冊
賢
B
、
L
一
二
号
（
一
九
九
〇
年
）
　
一
八
頁
。
な

　
　
お
、
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
編
『
借
地
・
借
家
法
改
正

　
　
の
問
題
点
一
i
『
問
題
点
』
の
説
明
、
各
界
意
見
の
分
析
を

　
　
中
心
に
一
』
別
冊
N
B
L
一
七
号
（
一
九
八
七
年
）
一
二

　
　
頁
参
照
。

（
2
1
）
　
「
『
借
地
・
借
家
法
改
正
要
綱
試
案
』
の
説
明
」
・
前
掲

　
　
注
（
2
0
）
・
一
九
頁
。

（
2
2
）
　
薪
法
成
立
後
に
現
れ
た
立
法
担
当
者
ら
の
論
文
を
参
照

　
　
す
る
な
ら
ば
へ
寺
田
逸
郎
①
「
新
し
い
『
借
地
借
家
法
』
，



自記と正義磐巻懸暑錘新「借麺借家法」，の基本視煮

　
　
切
成
立
ト
ジ
急
隅
ス
蚤
九
九
二
号
七
藩
論
．
∵
九
九
」
ソ
年
酵
‘
二
六

七．

C
∴
ヤ
ニ
七
頁
、
②
「
借
地
・
借
家
法
改
正
の
基
本
構
想
と
登

一∴

L
」
登
記
先
例
解
説
集
三
六
一
号
（
一
九
九
一
年
）
　
一
七

　
　
頁
以
下
、
③
「
穎
借
地
借
家
法
の
解
説
②
」
N
B
L
四
八

　
　
九
号
（
一
九
九
二
年
目
三
九
頁
以
下
、
小
野
瀬
厚
「
新
し

七
、
．
い
借
地
借
家
法
の
概
要
』
商
事
法
務
一
二
六
六
号
（
一
九

∴
九
一
年
）
二
五
頁
以
下
、
星
野
英
．
一
「
（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

…
借
地
・
借
家
法
の
改
正
」
法
学
教
室
＝
二
六
号
（
一
九
九

一、

�
N
）
　
一
五
…
一
噌
六
百
ハ
。

（
濾
γ
第
二
＝
回
国
会
参
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録
第
三
号

　
　
（
平
成
三
年
九
月
一
七
日
）
九
頁
〔
清
水
政
府
委
員
〕
。

へ
鍛
）
　
第
一
二
一
回
国
会
参
議
院
法
務
委
員
会
公
聴
会
会
議
録

七
七
・
第
一
号
（
平
成
一
二
年
九
月
二
四
日
）
　
一
九
－
二
〇
頁
。

〈
器
）
　
第
一
二
一
回
国
会
参
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録
第
三
号

　
　
（
平
成
三
年
九
月
一
七
日
）
＝
二
頁
、
同
第
四
号
（
平
成

七、

O
年
九
月
一
九
輯
）
二
三
頁
に
も
同
趣
旨
の
説
明
が
あ
る
。

〈
齢
）
第
一
二
一
回
国
会
参
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録
第
三
号

　
　
（
平
成
三
年
九
月
一
七
日
）
　
一
三
頁
。

（
7
黛
）
　
稲
本
洋
之
助
・
’
前
掲
注
（
1
5
）
参
照
。
こ
の
理
論
は
、
都

七
．
市
に
お
け
る
土
地
所
有
者
は
、
土
地
を
自
己
ま
た
は
他
人

慌
の
利
用
に
供
す
る
義
務
（
供
用
義
務
）
を
負
っ
て
い
る
と

　
　
し
、
借
地
契
約
を
右
供
用
義
務
の
履
行
の
方
法
の
写
、
一
つ
と

　
、
位
置
づ
け
、
そ
こ
に
お
け
る
借
地
契
約
は
、
土
地
・
建
物

　
・
を
別
個
の
不
動
産
と
し
た
現
行
民
法
に
お
い
て
、
両
者
を

　
　
将
来
一
体
化
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
こ

　
7
の
よ
う
な
借
地
権
は
、
投
下
資
本
の
回
収
を
可
能
に
す
る

　
」
だ
け
の
存
続
期
間
が
保
障
さ
れ
て
い
れ
ば
、
更
新
権
が
与

　
　
え
ら
れ
な
く
て
よ
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
松
井
宏
興

　
　
「
定
期
借
地
権
制
度
の
批
判
的
検
討
」
乾
昭
三
編
『
土
地

．
¶
．
、
法
の
理
論
的
展
開
』
（
法
律
文
化
社
、
」
．
九
九
〇
年
）
四
〇

　
．
九
頁
、
大
西
・
前
掲
注
（
3
）
・
三
三
頁
に
よ
れ
ば
、
右
稲

　
　
本
理
論
は
、
新
法
の
定
期
借
地
権
制
度
に
影
響
を
及
ぼ
し

　
　
た
と
さ
れ
る
。
稲
本
理
論
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
更
に
、

　
　
水
本
浩
「
借
地
制
度
に
関
す
る
稲
本
理
論
の
登
場
」
・
前
掲

　
　
注
（
1
2
）
②
・
一
人
三
頁
、
戒
能
遣
厚
「
『
現
代
土
地
法
論
』

　
　
へ
の
論
争
的
ア
プ
ロ
し
チ
」
前
転
『
土
地
法
の
理
論
前
展

　
、
開
』
三
頁
参
照
。

（
2
8
）
　
第
一
二
〇
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録
第
一
一

　
　
号
（
平
成
三
年
四
月
二
六
日
目
一
二
頁
〔
小
澤
克
介
〕
。

（
2
9
）
　
第
一
二
〇
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録
第
一
一

　
　
号
（
平
成
三
年
四
月
二
六
日
）
一
ニ
ー
＝
二
頁
。
更
に
、

　
　
「
利
用
者
側
の
方
に
所
有
権
を
統
一
し
て
い
く
と
い
う
視

　
　
点
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
小
澤
議
員

　
　
の
質
問
に
対
し
て
（
清
水
政
府
委
員
は
否
定
的
な
回
答
を

　
’
し
て
い
る
（
コ
ニ
ー
一
四
頁
）
Q

（
3
0
）
　
第
＝
コ
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録
第
二
号

　
　
（
平
成
三
年
八
月
三
〇
日
）
＝
二
頁
。
．

（
3
1
）
　
第
一
一
二
回
国
会
参
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録
第
三
号

　
　
（
平
成
三
年
九
月
一
七
日
）
コ
ニ
頁
。

（
3
2
）
更
に
、
寺
田
・
前
掲
注
（
2
3
）
②
・
二
四
頁
は
、
建
物
滅

　
　
失
の
場
合
の
対
抗
力
の
維
持
を
「
物
権
化
へ
の
前
進
」
の

　
　
表
題
の
下
に
論
じ
、
更
に
「
『
物
権
化
』
が
借
地
法
の
一
つ

　
　
の
大
き
な
課
題
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

（
3
3
）
　
第
＝
一
〇
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録
第
・
一
一

　
　
号
（
平
成
三
年
四
月
二
六
日
）
一
一
頁
〔
小
澤
克
介
〕
。

（
3
4
）
　
第
＝
一
〇
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録
第
一
一

　
　
号
（
平
成
三
年
四
月
二
六
日
目
一
一
頁
。
　
’
　
　
‘

（
3
5
）
　
第
＝
一
〇
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録
第
一
一

　
　
号
一
（
平
成
三
年
四
月
二
六
日
）
二
〇
頁
｛
小
森
龍
邦
〕
。

（
3
6
）
　
第
一
二
〇
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録
第
一
一

　
　
号
　
（
平
成
三
年
四
月
二
一
詣
ハ
昌
口
）
　
一
一
一
頁
◎

（
3
7
）
　
第
一
二
〇
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録
第
’
一
』

　
　
号
（
平
成
三
年
四
月
二
六
日
）
七
ご
五
頁
ゆ
七

（
8
3
）
築
三
ゆ
回
璽
藁
議
院
法
務
奢
貝
ム
萎
議
録
第
二
七

　
．
号
八
平
成
三
年
四
月
二
六
日
）
二
〇
頁
｛
清
水
政
府
委
員
）
、

　
　
第
一
一
二
厨
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録
第
二
号

　
　
へ
平
成
三
年
八
月
三
〇
日
）
一
二
頁
〔
左
藤
恵
法
務
大
臣
〕
、

　
　
二
〇
子
細
〔
清
水
政
府
委
員
〕
、
第
三
号
（
平
成
三
年
九
月
六

　
　
日
）
七
－
八
頁
〔
清
水
政
府
委
員
〕
、
星
野
・
前
掲
注
（
器
）
・

　
　
一
二
一
＝
ご
頁
。

（
3
9
）
　
吉
田
克
己
「
借
地
・
借
家
法
改
正
め
前
提
問
題
ー
ー
保
護

　
　
法
益
乏
適
用
対
象
」
法
律
時
報
査
八
巻
五
号
（
一
九
八
六

　
　
年
）
四
六
頁
以
下
、
「
（
座
談
会
）
借
地
・
借
家
法
改
正
問

　
　
題
の
論
点
」
・
前
掲
注
（
1
9
）
・
七
一
八
頁
（
甲
斐
道
太
郎
〕
．

　
　
鎌
野
・
前
掲
注
（
1
9
）
・
三
三
頁
◎

（
4
◎
）
　
む
し
ろ
合
理
性
を
も
つ
の
は
、
、
澤
野
順
彦
「
土
地
有
効

　
　
利
用
と
借
地
契
約
』
法
律
時
報
五
八
巻
二
号
（
一
九
八
六

　
　
年
）
三
一
頁
、
田
山
輝
明
「
借
地
権
の
存
続
保
障
①
ー
ー
存

　
　
続
期
間
」
法
律
時
報
五
八
巻
五
号
（
一
九
八
六
年
）
五
四

　
　
頁
の
主
張
す
る
、
定
鮒
借
地
権
は
特
別
法
で
定
あ
る
べ
き

　
　
と
の
立
論
で
あ
る
。


